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行政訴訟の裁判長を被告国側の訴訟責任者に異動させた人事に抗議する申入書

2022年10月31日

最高裁判所長官戸倉三郎殿

法務大臣葉梨康弘殿

(申入れを行う者）行政訴訟に取り組む弁護団

弁護士団体

弁護士有志一同

（後記一覧のとおり）

〃

申入れの趣旨

1 東京地方裁判所行政部の部総括裁判官（裁判長）であった人物を、令和4年9

月1日付で国側の行政訴訟の責任者である法務省訟務局長に転任させた人事に、

抗議します。

2同行政部に係属している裁判の、評議の秘密が害されないことが保障される措

置を要求します。

3裁判所と法務省の､行政訴訟分野における人事交流について､廃止を求めます｡

申入れの理由

最高裁判所事務総局と法務省によって、令和4年9月1日付で、前日まで東京地

方裁判所（以下「東京地裁」 といいます。 ）の4つある行政訴訟専門部のひとつの

部総括裁判官（裁判長）であった人物を、法務省訟務局長（以下「訟務局長」 とい

います。 ）に就任させる人事が行われました（以下「本件人事案件」といいます。 ） 。

訟務局長職は、行政訟務事務に係る国の責任者ですから、前日まで行政事件の裁

判長だった人物を、翌日からは､・同じ行政事件について、 .被告である国側の責任者
に就かせたものです。

従来、裁判官と検察官の間の人事交流、いわゆる判検交流について、裁判所の独

立・裁判の公正の観点から問題が指摘され､刑事分野ではすでに廃止されています

が、行政分野では現在も続いています。また、東京地裁行政部の部総括経験者が、
約’年の期間を置いた後に訟務局長となった例が、過去に少なくとも2例あり、そ

のことだけでも、裁判所行政部における情報が訟務局に取得されたおそれがあり、
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裁判の公正への信頼の点で問題がありました。

本件人事案件は、さらにエスカレー卜して、直接の転任が行われており、前例の

ない事態です。

本件人事案件によって、現時点で､係属中の行政事件について裁判官合議体が行

ってきた評議の内容を訟務局長が知っているという、異常な事態が生じています。

評議内容を口にすることはもちろん、評議内容を踏まえて国側の訴訟活動に関与し

得るだけで、裁判所法第75条が定める評議の秘密保持との関係で問題があること

が明らかです。

また、本件人事案件が異動前の裁判長に伝えられた時期は不明ですが、既に知っ

た後に行政事件の判決に関わっていたとすれば、例えて言えば、裁判官が転職先と

して内定している企業を被告とする裁判について、その裁判官が判決を言い渡すこ

とに類する状況です。仮に、敗訴した原告本人が本件人事案件を知った場合、裁判

の公正への信頼を損なうことは明らかであり、外見的に「裁判の公正を妨げるべき

事情」 （民事訴訟法24条1項）があります。

私たちは、同行政部で､前裁判長の異動前後に判決を言い渡された事件や、現在

同行政部に係属している事件を、原告訴訟代理人として直接担当し、あるいば、行

政訴訟、国を相手とする訴訟にかかわる弁護団、弁護士団体､‘弁護士として、本件
人事案件が裁判所の独立と裁判の公正に悪影響を及ぼすことを危倶しています。

私たちは､本件人事案件に関与した最高裁判所事務総局と法務省に対して抗議し、

同行政部で前裁判長が関与した裁判の評議の秘密が害されないことが保障される措

置を求めると共に、裁判所の独立と裁判の公正の確保のため、今後は行政訴訟分野

における人事交流についても､廃止することを求めます。

以上

(申入れを行う者一覧）

「

【呼び掛け人（弁護士） 】

(東京)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■｜
■■■■■■■■■■■(第一東京)■■■■■■■■■■(神奈川)■■■■
(大阪)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
（京都)■ （広島)■■■■■(以上、 19名）

【弁護団】
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【弁護士団体】
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